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①あらゆる機会を通して、市民の人権意識を高め、豊かな人権感覚を育むための啓発活動を推進します

　　　Ⅰ　周知・啓発の媒体と対象

広く市民に知らせ、人権尊重のため
の知識や姿勢を養う。
周知・啓発方法及びその対象等

　　　　　　　Ⅱ　協働・連携

市民団体との協働体制の確立
人権を学ぶ啓発講座のあり様

　　　　　Ⅲ　数字で見る推進状況

啓発講座、人権を考える市民のつどい
については、参加者数や講座開催数
の数量。人権さんだ、標語・ポスター、
三同教啓発事業については、実施回
数等

　　　　　　Ⅳ　理解度・満足度

啓発講座のアンケート
人権を考える市民のつどいアンケー
ト

　　　　　　　　Ⅴ　達成度

人権意識アンケートにより達成度を
計測

5

・情報発信をする媒体は、主に啓発
広報紙「人権さんだ」と市ホーム
ページであるが、中学生以上が理
解できるように説明されている。学
習教材としても活用されている。
・全ての人に広く啓発が行われてい
る。

・市民団体と行政の役割分担ができ
ており、問題解決へリーダーの育成
を含んだ協力・補完体制が確立して
いる。
・課題解決のため市民が率先して講
座を企画し、賛同する仲間を集めて
いる。

昨年度に比べ講座数・延べ参加者
数ともに増え、参加者数の増加比
は講座数の増加比以上であった。
初めての参加者も増えた。

「大変満足」及び「満足」の回答合計
が全体で95％以上

・人権意識アンケートで、人権意識
が前回より明らかに高くなっている。
・市民や関係団体の調査や要求に
よく対応している。

4

・情報発信をする媒体は、主に啓発
広報紙「人権さんだ」と市ホーム
ページであるが、成人の一般市民
が理解できるように説明されてい
る。
・関係者や関係団体及び在勤在学
者に広く啓発が行われている。

・市民団体と行政の役割分担ができ
ているが、問題解決は行政に任さ
れている。
・市民が課題解決のため講座を企
画するが、行政のほうが積極的に
動いている。リーダーの育成はでき
ていない。

昨年度に比べ講座数は増え、延べ
参加者数も比例して増えた。
初めての参加者も見られた。

「大変満足」及び「満足」の回答合計
が全体で90％程度

・人権意識アンケートで、人権意識
が前回より少し高くなっている。
・市民や関係団体の調査や要求に
少し対応している。

3

・情報発信をする媒体は、主に啓発
広報紙「人権さんだ」と市ホーム
ページであるが、人権に関心のある
市民は理解できるように説明されて
いる。
・関係者、関係団体に対する啓発が
計画的に行われている。

・市民団体はあるが、行政に依存し
ており、実質的に行政主導である。
・市民には問題意識はあるが、企画
以外の運営等は行政任せで講座が
行われている。

昨年度と講座数も延べ参加者数も
同等

「大変満足」及び「満足」の回答合計
が全体で85％程度

・人権意識アンケートで、人権意識
が前回並み。
・市民や特定団体の調査や要求に
あまり対応していない。

2

・情報発信をする媒体は、主に啓発
広報紙「人権さんだ」と市ホーム
ページであるが、行政用語が使わ
れており、読みづらい。
・関係者、関係団体に対して啓発が
行われているが、計画的にはなされ
ていない。

・市民団体はあるが実態は行政が
運営している。
・行政が企画した講座のみが行わ
れており、市民は参加だけしてい
る。

昨年度に比べ講座数あるいは延べ
参加者数のいずれかが減ってい
る。

「大変満足」及び「満足」の回答合計
が全体で80％程度

・人権意識アンケートで、人権意識
が前回より少し低くなっている。
・市民や特定団体の調査や要求に
対応しようとしている。

1

・情報発信をする媒体は、主に啓発
広報紙「人権さんだ」と市ホーム
ページであるが、行政用語・専門用
語が使われており、読みづらいの
に、補足説明がない。
・イベント開催時にのみ啓発が行わ
れており、情報発信量としては少な
い。

・市民団体はあるが、行政とは相容
れず、連携がとれない。
・市民は行政の企画した講座には
全く関心を示さない。

昨年度に比べ講座数・延べ参加者
数のどちらも減っている。

「大変満足」及び「満足」の回答合計
が全体で75％未満

・人権意識アンケートで、人権意識
が前回より明らかに低くなっている。
・市民や特定団体の調査や要求に
対応しようとしていない。

　評　点
（加重平均）

3.8 3.7 1.0 3.0 アンケート未実施により評決不可
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②部落差別解消に向けた、市民や地域・団体等の取組を支援します

            Ⅰ　差別の実態

部落差別事象の発生状況と対応

             Ⅱ　協働・連携

市民あるいは団体との協働

                  Ⅲ　周知

支援活動の周知の仕方や方法、ま
た、情報の更新など

      Ⅳ　数字で見る推進状況

視聴覚教材貸出数
学習相談件数
人権推進課助言・講演回数

　　　　　　　　Ⅴ　理解度

部落差別解消に向けた取り組みが
どのような理解のもとで推進されて
いるか

5

部落差別事象が発生していない。
過去の差別に深く学び、行政・市
民・地域・関係団体等が一体となっ
て、未然防止の取り組みを進めて
いる。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは、関係団体と対
等の立場で連携、協力及び協調し
て施策を鋭意推進している。
また問題解決の出口が見えてい
る。

絶えず新しい情報を収集し、その
提供をさまざまな媒体をフルに活
用して迅速に行う。
他市の啓発事業や新しい人権課
題にもアンテナを張っている。

・実施回数等は前年度より明らか
に増加。
・貸出告知についても十分である。

小学校地域部会、区・自治会、婦
人会、老人クラブなど市民や地域・
団体が、自分の問題として、あらゆ
る差別の解消に向け、住みよいま
ちづくりをすすめる取り組みを積極
的に推進している。

4

部落差別事象が発生したが、具体
的な原因究明がなされ、行政及び
市民・地域・関係団体等が一体と
なって被害者の救済が行われた。
再発防止の対応もなされた。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは、関係団体と対
等の立場で連携、協力及び協調し
て施策を推進している。
また問題解決の出口の方向へ進
んでいる。

ホームページや広報紙などで現在
の収蔵内容や新刊案内など広報
に努める。
「つながる」「学びの蔵」などを参考
にできることを広く知らせている。

・実施回数等は前年度より少し増
加。
・貸出告知に努力している。

小学校地域部会、区・自治会、婦
人会、老人クラブなど市民や地域・
団体が、自分の問題として、部落
差別解消の取り組みを進めてい
る。

3

部落差別事象が発生したが、具体
的な原因究明がなされ、行政及び
市民・地域・関係団体等の一部に
より被害者の救済が行われた。
再発防止の対応もなされた。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは、関係団体と対
等の立場で連携、協力及び協調し
て施策を推進している。

人権推進課窓口で基本的に文書
による広報を行う。
「つながる」「学びの蔵」の発行によ
り情報を提供している。

・実施回数等は前年度並み。
・貸出告知は前年度並み。

小学校地域部会、区・自治会、婦
人会、老人クラブなど市民や地域・
団体が、自分の問題として、部落
差別解消の取り組みを進め始めて
いる。

2

部落差別事象が発生したが、原因
究明はなされ、行政を中心として被
害者の救済が行われた。
再発防止の対応もなされた。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは、関係団体と連
携、協力及び協調して施策を推進
しているが、行政主導のところがあ
り消極的である。

「つながる」「学びの蔵」は発行され
ているが、今まで通りの広報にす
ぎず時流にあっていない。
マンネリ感があり、市民が差別解
消の姿勢を保てていない。

・実施回数等は前年度より少し減
少。
・貸出告知の努力が求められる。

小学校地域部会、区・自治会、婦
人会、老人クラブなど市民や地域・
団体が、部落差別解消の取り組み
を進め始めているが、「他人事」意
識は払拭されていない。

1

深刻な部落差別事象が発生した。
原因究明はなされたが、被害者の
救済や再発防止の対応はなされな
かった。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは、関係団体と連
携、協力及び協調して施策を推進
しているが、主に行政主導である。
団体等との対等な関係確立に向
け、協議が必要である。

情報発信がほとんどなされていな
い。

・実施回数等は前年度より明らか
に減少。
・貸出告知のあり方に改善が必要
である。

「寝た子を起こすな」論が横行し、
何もしないことが正当化され、取り
組みは大変消極的である。

　評　点
（加重平均）

3.2 3.5 3.5 4.0 3.7
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③学校（園・所）や、PTAなどの社会教育団体、企業やボランティア等とのネットワークを構築し、市民との協働による同和教育を一層推進します

               Ⅰ　達成度

学校（園・所）や、ＰＴＡ（育友会）で
の同和問題をテーマにした研修会
の開催

             Ⅱ　協働・連携

市民あるいは団体との協働

　　　　Ⅲ　数字で見る推進状況

三田幸せプロジェクトの参加者数
など

          Ⅳ　理解度・満足度

学校やPTAなどの社会教育団体、
企業やボランティア等とのネット
ワークを構築し、市民との協働によ
る同和教育としての幸せプロジェク
ト
（アンケート回答より）

　　　　　　　　　Ⅴ　周知

三田市同和教育研究協議会をはじ
めとする社会教育団体の同和教育
の取り組み状況がどのくらい市民
に知られているか

5

市内のすべての学校やＰＴＡで、同
和問題をテーマにした研修会が積
極的に開催されている。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは人権関係団体
と、対等の立場で連携、協力及び
協調して、施策を積極的に推進し
ている。

参加者数は「初めて」を含め前年
度より明らかに増加

「大変有意義」および「有意義」の
回答合計が全体で９０％以上

９０％の市民は三田市同和教育研
究協議会の活動内容を知ってい
る。

4

市内の３分の２程度の学校やＰＴＡ
で、同和問題をテーマにした研修
会が開催されている。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは人権関係団体
と、対等の立場で連携、協力及び
協調して、施策を推進している。

参加者数は「初めて」を含め前年
度より少し増加

「大変有意義」および「有意義」の
回答合計が全体で８０％程度

７０％の市民は三田市同和教育研
究協議会の活動内容を知ってい
る。

3

市内の半数程度の学校やＰＴＡで、
同和問題をテーマにした研修会が
開催されている。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは、人権関係団
体と、対等の立場で連携、協力及
び協調して、施策を推進し始めて
いる。

参加者数はほぼ前年度並み 「大変有意義」および「有意義」の
回答合計が全体で７０％程度

５０％の市民は三田市同和教育研
究協議会の活動内容を知ってい
る。

2

市内の３分の１程度の学校やＰＴＡ
で、同和問題をテーマにした研修
会が開催されている。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは人権関係団体
と、連携、協力及び協調して施策を
推進し始めているが、やや行政主
導である。

参加者数は前年度より少し減少 「大変有意義」および「有意義」の
回答合計が全体で６０％程度

３０％の市民は三田市同和教育研
究協議会の活動内容を知ってい
る。

1

同和問題をテーマにした研修会が
市内の学校やPTAでまったく開催
されていない。

部落差別解消に向けた取り組みに
際し、市民あるいは人権関係団体
と、連携、協力及び協調して施策を
推進しようとしているが、まったく行
政主導である。
団体等との対等な関係確立に向け
てさらなる協議が必要である。

参加者数は前年度より明らかに減
少

「大変有意義」および「有意義」の
回答合計が全体で５０％未満

１０％の市民は三田市同和教育研
究協議会の活動内容を知ってい
る。

　評　点
（加重平均）

2.0 3.8 5.0 5.0 2.8

平 成 28 年 5 月 28 日

三田
さん　だ

市
　し

人権
じんけん

を考
かんが

える会
かい

に改称
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④人権相談及び人権侵害に対する被害者救済等についての体制づくりを進めます

                 Ⅰ　進捗

人権センター機能の整備状況

　　　　　　　Ⅱ　体制・整備①

相談窓口ネットワーク会議のさらな
る充実

　　　　　　Ⅲ　体制・整備②

本人通知制度と条例化への取組
み

　　　Ⅳ　数字で見る推進状況

本人通知制度の登録者数や人権
相談窓口の相談者数

                  Ⅴ　周知

人権相談窓口や本人通知制度の
周知、内容理解

5

人権センター機能が十分整備され
ている。
人権相談及び人権侵害に対する
被害者救済等が十分なされてい
る。

人権侵害への救済に向けた法務
局・労働基準局等との連携がとれ
ている。人権相談窓口が専門的分
野に分かれて用意され、その連携
が十分とれている。

本人通知制度を設けている。
取得があったことと、取得者の実
名を知らせる。また、条例化の手
続きに入っている。

登録者数や相談者数が前年度より
明らかに増加し認知度も高い。

ほとんどの市民が人権相談窓口と
本人通知制度の存在と内容を知っ
ている。

4

人権センター機能がある程度整備
されている。
人権相談及び人権侵害に対する
被害者救済等がなされている。

人権侵害への救済に向けた法務
局・労働基準局等との連携がとれ
ている。人権相談窓口が専門的分
野に分かれて用意されているが、
その連携が十分とれていない。

本人通知制度を設けている。
取得があったことと、取得者の居
住地域のみを知らせる。また、条
例化の検討に入っている。

登録者数や相談者数が前年度より
少し増加し、認知度もやや高い。

ほとんどの市民が人権相談窓口や
本人通知制度の存在は知っている
が、内容は知らない。

3

人権センター機能が最低限整備さ
れている。
人権相談及び人権侵害に対する
被害者救済等がなされている。

人権侵害への救済に向けた法務
局・労働基準局等との連携がとれ
ている。人権相談窓口が用意され
ている。

本人通知制度を設けている。
取得があったことを通知するが、
取得者の氏名と居住地域は知ら
せない。しかし、条例化の必要性
は、認識している。

登録者数や相談者数がほぼ前年
度並みで、認知度も前年度並みで
ある。

多くの市民が人権相談窓口や本人
通知制度の存在は知っているが、
内容は知らない。

2

人権センター機能の整備や人権相
談及び人権侵害に対する被害者
救済等がほとんどなされていない。

人権侵害への救済に向けた法務
局・労働基準局等との連携先を把
握している。人権相談窓口が用意
されている。

本人通知制度を整備中であるが、
条例化の必要性は認識していな
い。

登録者数や相談者数が前年度より
少し減少し、認知度も低い。

一部の市民が人権相談窓口や本
人通知制度の存在は知っている
が、内容は知らない。

1

人権センター機能の整備や人権相
談及び人権侵害に対する被害者
救済等がまったくなされていない。

人権侵害への救済に向けた法務
局・労働基準局等との連携先を把
握していない。人権相談窓口が用
意されていない。

本人通知制度を設ける予定がな
い。条例化の必要性を認識してい
ない。

登録者数や相談者数が前年度より
明らかに減少し、認知度は非常に
低い。

ほとんどの市民が人権相談窓口と
本人通知制度の存在も内容も知ら
ない。

　評　点
（加重平均）

3.6 3.7 3.1 3.3 2.9

1
1



⑤行政及び教職員等人権に関わりの深い人々の研修を充実させ、差別解消の主体者としての資質を高めます

Ⅰ　行政及び教職員等人権に関わりの
深い人々が、差別解消の主体者であり
リーダーとして育成される質の高い研
修・計画

     Ⅱ　数字で見る推進状況

行政職員が参加した人権研修の
平均受講回数（自主的受講も含
む）

　　　　　　　Ⅲ　達成度

参加者が同和問題をはじめとする
差別について説明できるか

          Ⅳ　理解度・満足度

人権研修の理解度・満足度

5

人権推進課・人事課・学校教育課が緊密に
調整しあい、受講者のモチベーションや能
力にあった研修内容を提供し、庁外の研修
や講演会も積極的に活用している。
研修計画及びテーマは、三田市の人権課
題や最近の人権情報が折良く加味されてお
り、自主的・自発的に進められている。

５回以上 ほとんどの行政職員及び教職員
が、差別解消の主体者として、同
和問題をはじめとする差別につい
て説明できる。

行政及び教職員等人権に関わりの
深い人が、人権問題について十分
に理解し、研修の満足度も明らか
に高い。

4

人権推進課・人事課・学校教育課が緊密に
調整しあい、受講者のモチベーションや能
力にあった研修内容を提供し、庁外の研修
や講演会も積極的に活用している。
研修計画及びテーマは、三田市の人権課
題や最近の人権情報が折良く加味されてい
るが、人権推進課指導主事作成の指導案
に基づいている。

４回程度 ほとんどの行政職員及び教職員
が、同和問題をはじめとする差別
について説明できる。

行政及び教職員等人権に関わりの
深い人が、人権問題についてある
程度理解し、研修の満足度は明ら
かに高い。

3

人権推進課主導のもと、人事課・学校教育
課と協議をしながら、研修を実施している。
研修計画及びテーマは、三田市の人権課
題や最近の人権情報が折良く加味されてい
るが、他団体が作成した資料をそのまま使
用している。

３回程度 半数以上の行政職員及び教職員
が、同和問題をはじめとする差別
について説明できる。

行政及び教職員等人権に関わりの
深い人が、人権問題についてある
程度理解しているが、研修の満足
度は少し高い程度である。

2

人権推進課が中心となって研修計画を実施
しているが、人事課研修担当や学校教育課
の支援はやや得にくい状況であり、人権推
進課指導主事にやや負担となっている。
研修計画及びテーマは、三田市の人権課
題や最近の人権情報が折良く加味されてお
らず、しかも他団体が作成した資料をそのま
ま用いている。

２回程度 ３０％程度の行政職員及び教職員
が、同和問題をはじめとする特定
の差別について説明できる。

行政及び教職員等人権に関わりの
深い人が、人権問題についてある
程度理解しているが、研修の満足
度が低い。

1

人権推進課が中心となって研修計画を実施
しているが、人事課研修担当や学校教育課
の支援は得にくい状況であり、人権推進課
指導主事に重い負担となっている。
研修計画及びテーマは、三田市の人権課
題や最近の人権情報が折良く加味されてお
らず、安易に設定されている。

１回未満 ほとんどの行政職員及び教職員
が、同和問題をはじめとする差別
についてほとんど説明できない。

行政及び教職員等人権に関わりの
深い人が、人権問題についてあま
り理解しておらず、研修の満足度も
低い。

　評　点
（加重平均）

3.5 2.0 3.1 3.3
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